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 墨田区特別職給料等及び 

政務活動費審議会 会長 様 

  

 

 

                      墨田区長 

                       山 本   亨 

 

 

区議会議員の議員報酬及び期末手当の額並びに区長、副区長及び教育長の

給料及び期末手当の額に関する条例の区議会提出について 

 

 

 区議会議員の議員報酬及び期末手当の額並びに区長、副区長及び教育長の給

料及び期末手当の額について、裏面のとおり改定する条例を区議会に提出した

いので、墨田区特別職給料等及び政務活動費審議会条例第２条第１項の規定に

より、貴審議会の意見を求めます。

写  
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１ 議員報酬及び給料の改定 

⑴  改定月額（（）内は現行月額） 

   議 長    ９８０，０００円（  ９４９，０００円） 

   副 議 長    ８４１，０００円（  ８１５，０００円） 

   委員会委員長    ６９６，０００円（  ６７４，０００円） 

委員会副委員長   ６７１，０００円（  ６５０，０００円） 

   その他の議員    ６５１，０００円（  ６３１，０００円） 

   区 長  １，２１３，０００円（１，１７５，０００円） 

   副 区 長    ９８０，０００円（  ９４９，０００円） 

   教 育 長    ９０４，０００円（  ８７６，０００円） 

⑵  適用日 

   令和７年１２月１日 

２ 期末手当の改定 

⑴  令和７年１２月に支給する期末手当の額 

  ア 区議会議員の期末手当 

    議員報酬の月額及び議員報酬の月額に１００分の４５を乗じて得た額の

合計額（以下「議員期末算定基礎額」という。）に１００分の１９８を乗じ

て得た額に、在職期間に応じて定める割合を乗じて得た額とする。 

  イ 区長、副区長及び教育長の期末手当 

    給料月額及び地域手当の月額の合計額、給料月額及び地域手当の月額の

合計額に１００分の２０を乗じて得た額並びに給料月額に１００分の２５

を乗じて得た額の合計額（以下「区長等期末算定基礎額」という。）に１０

０分の１９８を乗じて得た額に、在職期間に応じて定める支給割合を乗じ

て得た額とする。 

⑵  令和８年度以後における６月及び１２月に支給する期末手当の額 

  ア 区議会議員の期末手当 

    議員期末算定基礎額に、１００分の１９６を乗じて得た額に、在職期間

に応じて定める割合を乗じて得た額とする。 

  イ 区長、副区長及び教育長の期末手当 

    区長等期末算定基礎額に、１００分の１９６を乗じて得た額に、在職期

間に応じて定める支給割合を乗じて得た額とする。 

 


